
 

                     平成１６年２月２６日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

音楽データ販売装置 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 楽器店等に設置され、音楽データを販売するための装置である。 

 客は以下の操作を行い、音楽データを購入する。 

（１）客が装置画面上で、購入したいデータ（曲名、楽譜）を選択すると、装置

からオーダーシート（紙）が排出される。 

（２）客はオーダーシートをレジの店員に渡す。 

（３）店員はオーダーシートにパスワードを記入し、客に渡す。 

（４）客はその場（レジ）で店員に料金を支払う。 

（５）客が別途持参したフロッピーディスク、メモリーカード等の媒体を装置に

挿入し、画面でパスワードを入力すると、（１）で選択したデータが媒体

に記録される。 

なお、音楽データはネットワークを通してデジタルデータにより本装置に配信

され、（１）において客が音楽データを試聴できる（特定の曲のみ約４５秒間）。

課金機能はない。 

 

○ 構造、仕様、意匠 

幅５００ｍｍ、高さ１４００ｍｍ、奥行き５２５ｍｍ 

市販のパネル型ＰＣ（試聴機能）、プリンター、フロッピーディスクドライ

ブ類、ケーブル、ＯＡタップ等を組み込んで固定した製品である。 

 

○主な使用者、販売先 

楽器店等。 

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 非対象として取り扱う。 

 

（理由） 

 課金機能がないため自動販売機とは言えない。また、限定的な試聴機能があると

いうものの音響機器といい難いことから、非対象として取り扱うことが妥当であ

る。 

 

電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 


